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① 機材改良（低騒音型機の導入等）、対空証明（騒音基準への適合性の証明）

１．発生源対策 ② 発着規制（夜間運航の規制等）

③ 運航方法の改善（騒音軽減運航方式）

２．空港構造の改良（滑走路の移転、空港内防音林の設置、航行援助施設の整備等）

３．空港周辺対策 騒音防止法等により国、空港周辺整備機構、成田国際空港㈱が下記の施策を講じている

［国・成田国際空港㈱の行う施策］ ［空港周辺整備機構の固有事業］

○概ねWECPNL70以上の区域　 　（大阪国際空港、福岡空港）

・教育施設等の防音工事（補助） ○第１種区域内（WECPNL75以上）

・共同利用施設の整備、防音工事（補助） ・再開発整備事業

・上記施設の空調機機能回復工事（補助）
(概ねWECPNL70以上) ○第１種区域外（WECPNL75未満）

○第１種区域内（WECPNL75以上の区域） ・代替地事業

・住宅防音工事（補助） 第１種区域

・告示日後住宅防音工事（補助） (WECPNL75以上)

・空調機機能回復及び再更新工事（補助） ［左記の他成田国際空港㈱の行う施策］

・生活保護世帯空調機稼働費補助 第２種区域 　（成田国際空港）
(WECPNL90以上) ○騒特法に基づく施策

○第２種区域内（WECPNL90以上の区域） ○地域との共生のための計画的な緑化事業

・移転補償等 第３種区域 ○集団移転のための代替地造成

・周辺環境基盤施設整備（補助） (WECPNL95以上) ○テレビ受信障害対策としての中継局の設置・管理

○その他

○第３種区域内（WECPNL95以上の区域）

・緩衝緑地帯等整備
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○その他

・テレビ受信障害対策（補助）

（騒音防止法の区域）

※ 騒音防止法

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
※ 騒特法

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
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